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令和７年度 監査の結果について  
 
地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により標記監査を行ったので、

同条第９項の規定により、その結果報告を公表します。 
 

 

１ 政策局定期監査結果報告書 

 

２ 健康福祉局（前期）定期監査結果報告書 

 

３ 市民局定期監査結果報告書 

 

 

 



 

 

 

令和７年度 市民局定期監査（行政監査を含む。）結果報告書 

 

１ 監査の実施 

姫路市監査基準に基づき、次のとおり監査を実施した。 

⑴ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく定期監査及び行

政監査 

⑵ 監査の対象 

市民局 

市民生活部 住民窓口センター 

出先機関 中央支所、飾磨支所、広畑支所、網干支所、白浜支所、 

 家島事務所、夢前事務所、香寺事務所、安富事務所、 

 駅前市役所、東出張所、西出張所、林田出張所、 

 飾東出張所、北出張所、船山出張所、 

 花の北サービスセンター、城乾サービスセンター、 

 安室サービスセンター、高岡サービスセンター、 

 妻鹿サービスセンター、勝原サービスセンター、 

 的形サービスセンター、大塩サービスセンター、 

 坊勢サービスセンター、置塩サービスセンター、 

 菅野サービスセンター、名古山霊苑管理事務所 

⑶ 監査の着眼点 

リスク・アプローチの手法により、識別されたリスク（既知のリスク情報、リス

ク管理シート、監査等の着眼点等）から重要度や頻度等を総合的に考慮して、その

リスクを評価した上で重点的に行う監査の着眼点を設定した。 

⑷ 監査の主な実施内容 

監査は、財務事務及びその他の事務の執行について、その一部を抽出し、法令等

に基づき適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかなどの

視点で実施した。 

⑸ 監査の実施場所及び日程 

監査事務局及び現地 

令和７年９月１日から同年１２月２５日まで 

 

２ 監査の結果 

監査の結果、事務処理上留意すべき軽微なものを除き、適正に執行されているもの

と認めた。 

 


